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〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

議
員　

な
と
り
ん
号
の
障
が
い

者
運
賃
を
無
料
に
す
べ
き
。

市
長　

現
在
、障
害
者
手
帳
を

提
示
す
る
と
幹
線
路
線
で
は
通

常
運
賃
の
半
額
、生
活
路
線
で

は
一
律
百
円
と
し
て
い
る
。無

料
に
す
る
と
、他
の
公
共
交
通

機
関
と
の
兼
ね
合
い
や
、市
外

の
障
が
い
者
の
取
り
扱
い
な
ど

の
研
究
が
必
要
に
な
る
。

議
員　

県
内
の
公
営
バ
ス
に
お

け
る
障
が
い
者
運
賃
の
現
状

は
、仙
台
市
で
は
申
請
す
る
と

無
料
の「
ふ
れ
あ
い
乗
車
証
」を

発
行
。岩
沼
市
、白
石
市
、登
米

市
の
三
市
と
松
島
町
な
ど
六
町

一
村
で
は
無
料
。こ
の
う
ち
、利

府
町
、富
谷
町
、大
衡
村
で
は
、

障
が
い
者
だ
け
で
な
く
介
護
者

一
人
ま
で
無
料
で
あ
る
。

　

市
長
は
、公
共
交
通
計
画
に

つ
い
て
市
民
の
ニ
ー
ズ
と
市
の

財
政
負
担
等
を
総
合
的
に
検
討

し
、運
行
方
針
を
定
め
る
と
し

て
い
る
が
、仮
に
手
帳
所
持
者

を
無
料
に
す
る
と
財
政
負
担
は

ど
れ
く
ら
い
に
な
る
の
か
。

課
長　

全
路
線
の
障
が
い
者
の

利
用
状
況
を
把
握
し
て
お
ら

ず
、試
算
は
し
て
い
な
い
。

議
員　

運
賃
の
無
料
化
は
、障

が
い
者
の
社
会
参
加
の
機
会
を

広
げ
、就
労
支
援
に
つ
な
が
る
。

仙
台
市
が
無
料
、岩
沼
市
も
無

料
。し
か
し
、名
取
市
は
有
料
。

こ
の
格
差
は
大
き
い
。と
も
に
生

き
る
社
会
の
実
現
の
た
め
、新
し

い
公
共
交
通
計
画
に
お
い
て
、障

が
い
者
運
賃
の
無
料
化
を
財
政

面
も
含
め
た
検
討
課
題
と
す
べ

き
で
は
な
い
の
か
。

市
長　

議
員
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
提
案
を
含
め
て
、今
後
の
検

討
課
題
と
し
た
い
。
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一 般 質 問一 般 質 問

P 2

P 3

P 3

P 4

P 4

P 5

P 5

P 6

P 6

P 7

市政のここが聞きたい市政のここが聞きたい市政のここが聞きたい市政のここが聞きたい

・なとりん号の障がい者運賃を無料に

・浸水農地の復旧について

・なとりん号の運行ルート等を見直すべき

・エリア外に一日も早い災害公営住宅を

・第5期介護保険事業計画について

・ごみ最終処分場問題について

・震災復興への取り組みについて

・放射能汚染対策について

・人間の復興を目指して

・震災復興計画について

丹野政喜 議員 …………………………………

森　良二 議員 ……………………………………

山田司郎 議員 ……………………………………

星居敬子 議員 ……………………………………

菊地　忍 議員 ……………………………………

板橋美保 議員 ……………………………………

長南良彦 議員 …………………………………

大沼宗彦 議員 …………………………………

小野寺美穂 議員 ……………………………………

郷内良治 議員 ……………………………………

な
と
り
ん
号
の

　

障
が
い
者
運
賃
を
無
料
に

丹野政喜　議員

　「一般質問」は市の執行部に対し、政策提言や事務の執
行状況についてただすものです。
　本定例会における、一般質問は、１0人の議員から31
事項、63項目の質問があり、１２月13日から15日まで
の３日間、行われました。
　各議員の一般質問の内、１項目を掲載いたしました。
なお、掲載項目以外につきましては、その他の一般質問と
して、項目のみ掲載しております。

公
共
交
通
計
画
に
基
づ
き
運
行
し
て

い
る
な
と
り
ん
号



災
害
復
旧
関
連
区
画
整
理
事
業
が

検
討
さ
れ
て
い
る
被
災
圃
場

見
直
し
、
改
善
を
し
な
が
ら
運
行

し
て
い
る
な
と
り
ん
号

〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
閖
上
復
興
の
ま
ち
づ
く
り

と
閖
上
小
中
学
校
の
今
後

〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
特
別
職
員
等
の
災
害
補
償

▽
農
村
地
域
の
環
境
整
備
事
業

議
員　

仮
設
住
宅
へ
の
入
居
等

に
よ
り
、震
災
後
は
移
動
手
段

の
需
要
が
変
化
し
て
い
る
。な

と
り
ん
号
の
運
行
ル
ー
ト
や
ダ

イ
ヤ
を
見
直
す
べ
き
と
考
え
る

が
ど
う
か
。特
に
名
取
が
丘
愛

島
線
は
増
便
を
す
べ
き
。

市
長　

利
用
者
等
か
ら
意
見
・

要
望
を
伺
い
、バ
ス
事
業
者
等

と
協
議
し
運
行
ル
ー
ト
の
見
直

し
や
ダ
イ
ヤ
改
正
を
行
い
、利

便
性
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。

　

名
取
が
丘
愛
島
線
は
利
用
者

が
最
も
多
い
路
線
で
あ
る
。契

約
し
て
い
る
機
材
や
運
行
体
制

等
、限
ら
れ
た
条
件
の
中
で
、す

べ
て
の
利
用
者
等
の
要
望
を
か

な
え
る
こ
と
は
難
し
い
状
況
だ

が
、バ
ス
事
業
者
と
協
議
し
な

が
ら
可
能
な
も
の
に
つ
い
て
対

応
で
き
る
よ
う
検
討
し
た
い
。

議
員　

名
取
が
丘
で
は
生
協
バ

ス
が
な
く
な
り
、高
齢
者
の
移

動
の
足
の
確
保
が
ま
す
ま
す
大

き
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

利
用
者
の
話
で
は
、上
り
で

は
午
前
九
時
台
後
半
か
ら
十
時

台
前
半
の
便
が
な
く
困
っ
て
お

り
、ま
た
名
取
駅
西
口
発
の
下

り
で
は
病
院
帰
り
の
午
後
三
時

台
の
バ
ス
が
欲
し
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

利
用
が
大
き
く
ふ
え
て
い
る

路
線
で
あ
り
、冬
の
間
は
待
ち

時
間
が
長
い
と
大
変
な
苦
痛
に

も
な
る
。

　

増
便
も
含
め
て
可
能
な
限
り

早
く
対
応
す
べ
き
と
考
え
る

が
、今
年
度
中
に
対
応
す
る
考

え
は
あ
る
の
か
。

課
長　

社
会
状
況
の
変
化
等
も

踏
ま
え
た
中
で
、で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
見
直
し
で
き
る
よ

う
考
え
て
い
き
た
い
。

議
員　

現
状
十
㌃
の
区
画
割
り

や
用
排
水
兼
用
水
路
で
の
復
旧

で
は
将
来
の
展
望
は
描
け
な
い
。

浸
水
農
地
の
復
旧
は
区
画
変
更

を
同
時
に
行
え
る
農
用
地
災
害

復
旧
関
連
区
画
整
理
事
業
で
行

い
、復
興
を
目
指
す
べ
き
。

市
長　

東
部
地
域
の
農
地
の
復

旧
は
、農
業
者
が
将
来
に
夢
を

持
ち
、多
様
な
担
い
手
が
参
加

で
き
る
農
業
を
実
現
す
る
た

め
、震
災
前
の
状
況
へ
の
復
旧

で
は
な
く
大
区
画
化
が
不
可
欠

で
あ
る
。推
進
体
制
や
整
備
手

法
に
つ
い
て
、県
・
土
地
改
良

区
・
Ｊ
Ａ
等
の
関
係
機
関
と
協

議
に
入
っ
て
い
る
。

　

農
用
地
災
害
復
旧
関
連
区
画

整
理
事
業
や
、第
三
次
補
正
予

算
で
予
算
化
さ
れ
た
東
日
本
大

震
災
復
興
交
付
金
を
活
用
し
た

事
業
で
も
圃
場
整
備
が
可
能
で

あ
る
。ど
ち
ら
の
方
法
で
事
業

を
実
施
す
る
か
、現
在
、比
較
検

討
を
進
め
て
い
る
。

　

今
回
に
限
り
農
家
負
担
分
を

全
額
市
が
負
担
す
る
こ
と
で
迅

速
か
つ
円
滑
な
事
業
推
進
を
図

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員　

現
段
階
で
想
定
し
て
い

る
事
業
規
模
や
、推
進
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
伺
う
。

課
長　

現
在
、区
画
図
の
素
案

作
成
を
県
に
依
頼
し
て
お
り
、

年
明
け
早
々
に
地
域
に
入
り
説

明
会
を
開
催
す
る
。受
益
面
積

は
七
百
六
十
四
㌶
で
、工
期
は

平
成
二
十
四
年
か
ら
二
十
七
年

を
予
定
し
て
い
る
。

議
員　

農
家
の
同
意
が
基
本
だ

が
、市
の
方
針
と
し
て
強
力
に

指
導
を
推
進
す
べ
き
。

課
長　

九
十
八
㌫
以
上
の
同
意

を
目
指
し
、推
進
す
る
。
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森　良二　議員山田司郎　議員

な
と
り
ん
号
の

運
行
ル
ー
ト
等
を
見
直
す
べ
き

浸
水
農
地
の
復
旧
に
つ
い
て
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〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
命
を
守
る
対
策

▽
災
害
対
策
▽
市
民
墓
地

〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
放
射
能
測
定

▽
投
票
率
の
向
上

議
員　

第
四
期
介
護
保
険
事
業

計
画
が
本
年
度
で
終
了
し
四
月

よ
り
第
五
期
へ
と
移
行
す
る
。

　

第
四
期
介
護
保
険
事
業
計
画

の
策
定
に
お
い
て
は
、公
募
に

よ
り
選
任
さ
れ
た
被
保
険
者
の

代
表
を
加
え
た
計
画
策
定
委
員

会
を
設
置
し
、高
齢
者
福
祉
や

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
の
専

門
家
・
市
民
の
意
見
を
聞
く
と

と
も
に
、ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
た
。

　

第
五
期
の
策
定
に
お
い
て

は
、広
く
市
民
の
声
を
反
映
す

る
た
め
に
も
策
定
前
に
地
域
懇

談
会
を
開
催
し
、理
解
を
得
ら

れ
る
取
り
組
み
を
行
う
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

市
長　

地
域
懇
談
会
の
開
催
は

考
え
て
い
な
い
。

議
員　

法
改
正
に
よ
り
、介
護

保
険
料
の
軽
減
の
た
め
に
、県

の
財
政
安
定
化
基
金
を
取
り
崩

す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。市

の
準
備
基
金
の
取
り
崩
し
な
ど

保
険
料
の
軽
減
策
を
実
施
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

市
長　

県
の
基
金
の
取
り
崩
し

は
未
定
で
あ
る
。市
の
準
備
基

金
は
で
き
る
だ
け
残
し
て
お
き

た
い
。

議
員　

県
に
対
し
基
金
の
取
り

崩
し
を
要
望
す
べ
き
。

課
長　

県
に
要
望
し
て
い
る
。

議
員　

待
機
者
が
ふ
え
て
い
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
整
備

す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

市
長　

施
設
の
建
設
は
被
保
険

者
の
介
護
保
険
料
に
影
響
す
る

た
め
、慎
重
に
考
え
て
い
る
。

議
員　

保
険
料
を
納
め
て
い
る

の
に
施
設
に
入
所
で
き
な
い
。

施
設
の
設
置
は
検
討
中
か
。

市
長　

そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
員　

閖
上
の
ま
ち
づ
く
り
は

現
地
復
興
だ
が
、こ
の
ま
ま
で

は
戻
れ
ず
公
営
住
宅
を
必
要
と

す
る
方
々
の
た
め
、一
日
も
早

く
災
害
公
営
住
宅
を
建
設
す
べ

き
で
は
な
い
か
。

市
長　

ま
ち
再
生
は
大
変
重
要

な
施
策
で
あ
る
。災
害
公
営
住

宅
は
集
合
住
宅
と
一
戸
建
て
を

計
画
し
て
お
り
、家
賃
を
で
き

る
だ
け
低
減
す
る
よ
う
取
り
組

み
た
い
。戸
建
て
は
一
定
期
間

後
払
い
下
げ
が
可
能
で
あ
る
。

戸
数
は
滅
失
し
た
住
宅
の
五
割

ま
で
と
の
制
限
が
あ
り
、そ
の

査
定
を
受
け
て
い
る
。今
後
住

宅
再
建
に
向
け
た
意
向
調
査
を

し
て
、ま
ち
づ
く
り
の
進
捗
に

合
わ
せ
建
設
計
画
を
進
め
る
。

　

先
に
エ
リ
ア
外
に
住
宅
を
建

て
る
と
ま
ち
づ
く
り
再
生
事
業

に
支
障
を
来
す
と
考
え
て
い
る
。

計
画
を
進
め
る
上
で
必
要
で
あ

れ
ば
エ
リ
ア
外
に
も
建
て
る
。

議
員　

一
日
も
早
い
建
設
の
た

め
、詳
細
な
意
向
調
査
は
し
た

の
か
。

市
長　

既
に
家
を
買
っ
た
人
等

個
々
の
ケ
ー
ス
は
あ
る
が
、復

興
計
画
を
立
て
る
限
り
皆
さ
ん

の
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
大

ど
こ
ろ
で
ま
と
め
て
い
き
た
い
。

課
長　

九
月
に
調
査
し
た
。今

後
も
実
施
に
向
け
調
査
す
る
。

議
員　

調
査
結
果
で
の
入
居
希

望
の
戸
数
と
、今
後
の
対
応
は
。

ま
た
、エ
リ
ア
外
へ
の
建
設
は

可
能
か
。

部
長　

公
営
住
宅
の
希
望
が
四

百
四
十
六
戸
。再
調
査
の
中
で

場
所
や
戸
数
も
整
理
さ
れ
る
。

三
年
以
内
の
建
設
に
向
け
努
力

を
す
る
。エ
リ
ア
外
に
も
建
設

は
可
能
で
あ
る
。

第
五
期
介
護
保
険

　
　

事
業
計
画
に
つ
い
て

エ
リ
ア
外
に
一
日
も
早
い

　
　
　
　

災
害
公
営
住
宅
を

菊地　忍　議員 星居敬子　議員

災害公営住宅（イメージ）

名
取
市
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画



〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
復
興
ま
ち
づ
く
り

▽
図
書
館
の
整
備

〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
宮
城
県
農
業
高
等
学
校
生

徒
の
通
学
路
の
安
全
確
保
▽

増
田
川
上
流
の
土
石
撤
去
▽

選
挙
ポ
ス
タ
ー
掲
示
箇
所
の

削
減
▽
選
挙
投
票
率
の
向
上

議
員　

大
震
災
の
早
期
復
興
は

市
民
の
最
大
の
願
い
で
あ
り
、

被
災
者
の
意
向
が
復
興
計
画
に

ど
れ
だ
け
盛
り
込
ま
れ
て
い
る

か
関
心
が
高
い
。計
画
策
定
に

は
市
民
の
理
解
と
協
力
を
得
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。地
域
懇

談
会
や
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
、市
民
百
人
会
議
等
を
踏
ま

え
実
施
し
た
復
興
に
向
け
た
被

災
者
の
意
向
調
査
結
果
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
な
く
、広
報

等
の
紙
面
で
も
公
表
す
べ
き
。

市
長　

早
期
復
興
の
た
め
、地

元
説
明
会
や
個
別
意
向
調
査
を

行
い
、住
民
と
合
意
形
成
を
図

っ
て
い
く
上
で
、市
民
へ
の
情

報
提
供
は
重
要
と
考
え
て
い
る
。

今
後
、広
報
な
と
り
の
発
行
に

合
わ
せ「
復
興
だ
よ
り
」を
発
行

し
、復
興
の
進
捗
等
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
て
い
き
た
い
。

議
員　

下
増
田
地
区
の
集
団
移

転
は
被
災
者
の
意
向
を
十
分
に

受
け
入
れ
た
上
で
候
補
地
を
決

定
し
、希
望
を
持
っ
た
生
活
が

一
日
も
早
く
実
現
す
る
よ
う
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

市
長　

市
と
し
て
防
災
集
団
移

転
促
進
事
業
に
よ
る
移
転
を
考

え
、国
に
対
し
補
助
率
の
か
さ

上
げ
な
ど
制
度
改
正
を
要
望
し

て
き
た
が
、こ
の
度
、支
援
制
度

の
拡
充
が
検
討
さ
れ
て
き
た
こ

と
か
ら
説
明
会
を
行
っ
て
き
た
。

議
員　

下
増
田
地
区
の
意
向
調

査
結
果
で
は
四
十
八
㌫
の
方
が

杉
ケ
袋
地
区
を
望
ん
で
い
る
こ

と
に
対
し
、土
地
確
保
の
見
通

し
は
ど
う
か
。

課
長　

十
二
月
末
か
ら
集
団
移

転
希
望
四
地
区
の
方
々
の
個
人

ご
と
の
意
向
を
聞
い
た
上
で
、

場
所
の
選
定
を
し
て
い
き
た
い
。

議
員　

名
取
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ

ー
の
現
状
に
つ
い
て
ど
う
考
え

て
い
る
の
か
。

市
長　

こ
の
施
設
は
運
用
開
始

か
ら
二
十
八
年
を
経
過
し
、老

朽
化
が
進
ん
で
い
る
。

　

で
き
る
限
り
早
い
時
期
に
、

新
し
い
ご
み
焼
却
施
設
に
移
行

す
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

議
員　

ご
み
最
終
処
分
場
の
建

設
に
つ
い
て
、進
捗
状
況
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

市
長　

建
設
候
補
地
の
選
定
依

頼
を
受
け
、高
舘
熊
野
堂
字
棟

沢
地
内
を
候
補
地
と
し
て
、周

辺
住
民
へ
の
説
明
を
行
っ
て
い

る
。ご
み
の
処
理
方
式
が
未
定

で
あ
る
中
で
、最
終
処
分
さ
れ

る
埋
立
対
象
物
な
ど
に
つ
い
て

明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、

理
解
を
得
ら
れ
る
ま
で
に
は
至

ら
な
い
状
況
で
あ
る
。

　

機
種
等
選
定
委
員
会
報
告
で

は
、ス
ト
ー
カ
ー
炉
単
体
方
式

と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の

結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、最
終
処
分
場
に
つ
い
て

は
、用
地
選
定
の
見
直
し
を
含

め
て
、新
た
な
取
り
組
み
が
必

要
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

議
員　

ご
み
最
終
処
分
場
を
早

い
時
期
に
建
設
す
べ
き
。

市
長　

ご
み
最
終
処
分
場
に
つ

い
て
は
、私
も
同
様
の
考
え
で

あ
る
。

　

ご
み
処
理
に
つ
い
て
は
、平

成
十
四
年
か
ら
一
部
事
務
組
合

で
の
広
域
処
理
に
移
行
し
て
い

る
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決
を

図
り
な
が
ら
早
期
に
取
り
組
み

を
進
め
る
よ
う
、組
合
に
働
き

か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
。

名
取
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

発
行
さ
れ
た
名
取
市
復
興
だ
よ
り

一　般　質　問5 名取市議会だよりH24. 2. 1

長南良彦　議員 板橋美保　議員

ご
み
最
終
処
分
場
問
題

　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て

震
災
復
興
へ
の

　
　

取
り
組
み
に
つ
い
て

さ
い
か
つ

さ
わ



〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
情
報
シ
ス
テ
ム
専
門
官
採

用
と
採
用
取
り
消
し
▽
亘
理

名
取
共
立
衛
生
処
理
組
合

〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
職
員
の
超
過
勤
務
▽
被
災

し
た
中
小
業
者
に
対
す
る
二

重
ロ
ー
ン
問
題

議
員　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で

登
場
し
た「
創
造
的
復
興
」が
被

災
地
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か

を
ど
う
検
証
し
、市
の
復
興
を

進
め
て
い
く
の
か
。

市
長　
「
創
造
的
復
興
」は
、一

つ
の
方
向
性
と
し
て
の
こ
と
で

あ
り
、被
災
者
支
援
、生
活
再
建

等
の
取
り
組
み
も
多
く
な
さ
れ

た
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。

議
員　

関
西
空
港
二
期
工
事
や

大
阪
湾
横
断
鉄
道
構
想
の
推
進

な
ど
、被
災
者
・
被
災
地
の
復
興

と
は
無
縁
の
事
業
も
あ
り
、今

回
の
復
旧
・
復
興
に
対
し
て
経

験
者
か
ら
の
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ

て
い
る
。宮
城
県
の
復
興
計
画

に
も
、メ
デ
ィ
カ
ル
メ
ガ
バ
ン

ク
構
想
な
ど
被
災
者
を
研
究
材

料
に
す
る
よ
う
な
計
画
が
盛
り

込
ま
れ
て
い
る
。「
人
間
の
復

興
」こ
そ
を
基
本
に
と
ら
え
た

復
興
を
進
め
る
べ
き
。

市
長　

今
回
の
震
災
で
被
災

し
、親
族
や
私
財
を
な
く
さ
れ

た
皆
様
の
心
身
の
負
担
は
、察

し
て
余
り
あ
る
も
の
が
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
立
ち
直

る
に
は
、か
な
り
の
時
間
が
か
か

る
と
思
っ
て
い
る
。

　

建
物
の
再
建
や
単
な
る
ま
ち

お
こ
し
だ
け
で
な
く
、市
民
の

皆
様
が
、自
身
の
思
い
や
希
望

を
糧
と
し
生
き
て
い
こ
う
と
す

る
気
持
ち
を
維
持
す
る
こ
と
か

ら
始
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

議
員　

震
災
前
か
ら
市
民
の
暮

ら
し
は
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ

て
い
た
。せ
め
て
三
月
十
日
の

暮
ら
し
に
戻
す
と
い
う
復
旧
・

復
興
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。

市
長　

自
立
し
生
活
再
建
が
で

き
る
た
め
の
復
興
を
進
め
る
よ

う
、心
が
け
て
い
き
た
い
。

議
員　

市
民
の
要
望
に
こ
た
え

て
放
射
線
の
測
定
箇
所
を
ふ
や

し
、結
果
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
す
る
だ
け
で
な
く
、保

護
者
へ
メ
ー
ル
配
信
す
べ
き
。

市
長　

十
二
月
一
日
か
ら
、百

箇
所
近
い
公
共
施
設
な
ど
で
測

定
し
、随
時
公
表
し
て
い
る
。

教
育
長　

保
護
者
へ
は
六
月
二

十
日
に
文
書
で
市
内
の
空
間
放

射
線
量
を
お
知
ら
せ
し
て
お
り
、

そ
れ
以
降
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
し
て
い
る
。こ
こ
数
カ
月

安
定
し
た
数
値
の
た
め
常
時
の

メ
ー
ル
配
信
は
考
え
て
い
な
い
。

今
後
、大
き
な
変
化
が
見
ら
れ

た
場
合
の
活
用
は
検
討
し
た
い
。

議
員　

学
校
給
食
の
食
材
の
厳

選
と
放
射
能
測
定
を
市
独
自
に

行
い
、公
表
す
べ
き
。

教
育
長　

産
地
は
毎
日
納
品
時

に
す
べ
て
確
認
し
て
い
る
。

　

ま
た
、産
地
情
報
を
十
一
月

第
三
週
分
か
ら「
給
食
だ
よ
り
」

及
び
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
表

し
て
い
る
。

　

放
射
性
物
質
検
査
は
検
出
器

の
導
入
と
、導
入
ま
で
の
間
の

検
査
の
外
部
委
託
に
つ
い
て
、

十
二
月
補
正
予
算
に
計
上
し
て

い
る
。

議
員　

検
査
や
除
染
対
策
な
ど

に
係
る
す
べ
て
の
費
用
に
つ
い

て
、国
と
東
京
電
力
に
負
担
を

求
め
る
べ
き
。

市
長　

現
在
、本
市
の
具
体
的

損
害
の
把
握
に
努
め
て
い
る
。

　

県
で
は
八
月
に
知
事
、市
長

会
長
、町
村
会
長
連
名
で
、九
月

と
十
月
に
は
知
事
名
で
総
理
大

臣
に
要
望
書
を
提
出
し
て
い
る
。

　

県
や
他
市
町
村
と
連
携
し

て
、可
能
な
限
り
損
害
賠
償
請

求
を
進
め
て
い
き
た
い
。

人
間
の
復
興
を
目
指
し
て

放
射
能
汚
染
対
策
に
つ
い
て

小野寺美穂　議員 大沼宗彦　議員

一　般　質　問 6名取市議会だより H24. 2. 1

被災後の仙台空港の様子 安全を確保しながら運営している学校給食センター
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〈
そ
の
他
の
一
般
質
問
〉

▽
農
政
問
題
▽
ご
み
処
理
施

設
問
題
に
係
る
地
域
対
策

議
員　

仮
設
住
宅
入
居
年
数
が

二
年
と
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の

後
の
延
長
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
。

市
長　

仮
設
住
宅
の
期
間
は
建

築
基
準
法
に
よ
り
二
年
間
を
限

度
に
設
置
供
与
さ
れ
る
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。期
限
の
延
長
に

つ
い
て
は
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
く
特
定
非
常
災
害

に
指
定
さ
れ
、厚
生
労
働
省
と

連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。こ
の
調
整
に
つ
い
て
、

民
間
賃
貸
住
宅
の
借
上
げ
制
度

の
期
限
延
長
も
含
め
、県
に
対

し
国
へ
協
議
申
し
入
れ
を
行
う

よ
う
働
き
か
け
て
い
き
た
い
。

議
員　

災
害
公
営
住
宅
の
建
設

計
画
を
早
急
に
示
し
着
手
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

市
長　

災
害
公
営
住
宅
の
建
設

計
画
に
つ
い
て
は
、国
・
県
の
協

力
を
得
な
が
ら
、閖
上
・
下
増
田

の
ま
ち
づ
く
り
再
建
の
進
捗
に

あ
わ
せ
、団
地
の
基
本
計
画
か

ら
実
施
設
計
へ
と
進
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
。

議
員　

震
災
復
興
計
画
に
東
西

線
の
避
難
道
路
計
画
を
示
し
、

復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画
と
同
時

に
進
め
る
べ
き
。

市
長　

今
後
想
定
さ
れ
る
津
波

に
対
し
て
、堤
防
等
の
強
化
に

よ
る
多
重
防
御
と
円
滑
な
避
難

が
可
能
と
な
る
こ
と
を
基
本
と

し
て
い
る
。計
画
に
つ
い
て
は
、

ま
ち
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
五
差

路
の
解
消
や
四
郎
丸
方
面
、東

部
道
路
名
取
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
な
ど
の
西
側
へ
の
避
難
経
路

を
示
し
て
お
り
、今
後「
閖
上
復

興
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
」

で
検
討
・
調
整
し
て
ま
と
め
て

い
き
た
い
。

郷内良治　議員

震
災
復
興
計
画
に
つ
い
て

市
内
の
仮
設
住
宅

本
会
議
審
議

本
会
議
審
議

議
員　

件
数
は
。

課
長　

災
害
復
興
寄
附
金
は
百

六
件
、五
千
四
百
三
十
四
万
三

千
円
。ふ
る
さ
と
寄
附
金
は
七

十
九
件
、六
百
九
十
九
万
円
で

あ
る
。

議
員　

実
施
す
る
内
容
に
つ
い

て
。

課
長　

平
成
二
十
四
年
三
月
十

一
日
に
、文
化
会
館
の
全
館
が

使
用
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
予

定
し
て
い
る
。御
遺
族
の
方
々

に
御
案
内
を
し
て
哀
悼
の
意
を

あ
ら
わ
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

議
員　

応
募
す
る
内
容
は
。

課
長　

閖
上
の
復
興
の
た
め
に

は
非
居
住
エ
リ
ア
の
土
地
利
用

が
重
要
で
あ
る
。復
興
を
支
援

し
て
く
れ
る
民
間
企
業
か
ら
自

由
で
柔
軟
性
が
あ
り
、か
つ
即

効
性
の
あ
る
事
業
を
提
案
し
て

も
ら
い
、復
旧
、復
興
に
役
立
て

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

議
員　

工
事
内
容
は
。

課
長　

現
況
復
旧
が
基
本
で
あ

り
、内
装
材
の
交
換
及
び
電
気

設
備
の
復
旧
を
行
う
。

　

ま
た
、新
た
に
ト
イ
レ
の
洋

式
化
、待
合
室
の
洋
室
化
、避
難

階
段
の
設
置
、コ
ン
ク
リ
ー
ト

塀
の
板
塀
へ
の
変
更
を
行
う
。

　

工
事
期
間
は
十
カ
月
を
見
込

ん
で
い
る
。

東日本大震災慰霊祭を行う予定の文化会館

震
災
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

斎
場
内
部
の
様
子

斎
場
災
害
復
旧
工
事

に
つ
い
て

一
般
寄
附
金
に
つ
い
て

閖
上
非
居
住
地
区

土
地
利
用
応
募
報
償

に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
慰
霊
祭

に
つ
い
て

補　

正　

予　

算

一
般

会

計

歳　
　

入

歳　
　

出
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指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て（
友
愛
作
業
所
）

条　
　
　

例

そ　

の　

他

議
員　

件
数
の
見
込
み
は
。

課
長　

十
二
月
九
日
現
在
で
二

百
八
十
五
件
と
な
っ
て
い
る
。

今
後
、対
象
と
な
る
家
屋
は
四

百
件
程
度
を
見
込
ん
で
い
る

が
、半
壊
の
場
合
は
所
得
制
限

が
あ
る
の
で
、半
分
の
二
百
件

と
見
込
ん
で
い
る
。

議
員　

設
置
の
詳
細
は
。

課
長　

現
在
、幼
稚
園
を
運
営

し
て
い
る
学
校
法
人
が
、ゼ
ロ

歳
か
ら
二
歳
児
を
対
象
と
し
た

認
定
こ
ど
も
園
を
六
十
人
規
模

で
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

議
員　

超
過
勤
務
の
実
績
を
ど

う
把
握
し
、対
応
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
。

課
長　

今
回
の
補
正
予
算
で
超

過
勤
務
手
当
や
人
件
費
の
補
正

措
置
を
行
い
、そ
の
中
で
対
応

し
て
い
き
た
い
。

部
長　

振
替
等
の
取
得
状
況
も

含
め
、今
後
、調
査
を
し
た
い
。

議
員　

債
務
負
担
行
為
と
な
っ

て
い
る
が
、内
容
は
。

課
長　

大
震
災
直
後
の
瓦
れ
き

処
理
に
関
し
、名
取
市
を
当
事

者
と
す
る
訴
訟
が
二
件
提
起
さ

れ
、対
応
を
顧
問
弁
護
士
に
委
託

し
て
い
る
。そ
の
う
ち
の
一
件

の
債
務
負
担
行
為
で
あ
る
。

議
員　

障
害
者
自
立
支
援
法
に

移
行
す
る
が
、取
り
組
み
と
職

員
の
配
置
は
。

所
長　

認
定
を
県
に
申
請
中
で

あ
る
。移
行
後
も
職
員
六
名
体

制
で
運
営
を
行
う
こ
と
で
社
会

福
祉
協
議
会
と
協
議
を
進
め
て

い
る
。

議
員　

大
震
災
直
後
で
あ
り
、

今
回
は
人
事
院
勧
告
に
沿
っ
た

引
き
下
げ
を
見
送
る
べ
き
と
の

考
え
は
な
か
っ
た
の
か
。

副
市
長　

震
災
で
苦
労
を
か
け

た
職
員
の
給
与
引
き
下
げ
は
忍

び
な
い
が
、民
間
の
方
々
も
被

害
を
受
け
て
い
る
。見
送
る
べ

き
と
の
意
見
は
若
干
出
た
が
、

人
事
院
勧
告
に
沿
う
対
応
を
す

る
こ
と
と
し
た
。

議
員　

引
き
下
げ
の
総
額
は
。

部
長　

試
算
で
は
八
百
三
十
九

万
七
千
円
の
減
額
に
な
る
。

条
例
改
正
に
よ
る

影
響
に
つ
い
て

住
宅
応
急
修
理
事
務

に
つ
い
て

認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て

超
過
勤
務
に
つ
い
て

顧
問
弁
護
士
委
託
料

に
つ
い
て

職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

指
定
内
容
に
つ
い
て

人
事
院
勧
告
に
つ
い
て

説　

明

　

就
学
前
の
教
育
、保
育
、子

育
て
支
援
の
総
合
的
な
提
供

を
行
う
、幼
稚
園
と
保
育
所

の
両
方
の
機
能
を
持
つ
新
し

い
施
設
の
形
。

　

従
来
は
一
つ
の
施
設
で
両

方
の
機
能
を
持
つ
こ
と
な
ど
は

認
定
こ
ど
も
園
と
は

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、平
成

十
八
年
の
法
改
正
に
よ
り
、

一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
場

合
は
都
道
府
県
知
事
の
認
定

を
受
け
る
こ
と
で
設
置
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

震災時の瓦れき撤去の様子
指定管理者が管理している
友愛作業所

第　

五　

回　

臨　

時　

会

　

十
一
月
二
十
八
日
に
臨
時
会
が
開
催
さ
れ
、市
長
提
出
議
案
一

件（
条
例
）に
つ
い
て
、原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

　

職
員
の
給
与
の
見
直
し
を
す
る
条
例
改
正
に
つ
い
て
、審
議
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

去
る
十
一
月
二
十
八
日
に
、議
員
協
議
会

が
開
催
さ
れ
、災
害
廃
棄
物
処
理（
亘
理
名
取

ブ
ロ
ッ
ク（
名
取
処
理
区
））の
概
要
に
つ
い

て
、市
長
等
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
廃
棄
物
の
処

理
に
関
し
て
、現
在
ま
で
の
経
過
や
、プ
ロ
ポ

ー
ザ
ル
方
式
で
審
査
・
選
定
さ
れ
た
二
次
仮

置
場
設
置
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、

放
射
線
な
ど
の
安
全
対
策
や
、地
域
経
済
へ

の
影
響
、リ
サ
イ
ク
ル
な
ど
に
つ
い
て
、議
員

か
ら
多
く
の
発
言
が
あ
り
、活
発
な
議
論
が

展
開
さ
れ
ま
し
た
。

11月28日  議員協議会
「災害廃棄物処理（亘理名取
ブロック（名取処理区））の

概要について」



◎審議した議案とその結果 ※1　○は賛成、×は反対

板
橋
　
美
保

及
川
　
秀
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佐
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正
博

長
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良
彦

村
上
　
久
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沼
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弘
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相
澤
 
祐
司

小
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一
浩

第
5
回

臨
時
会

市
長

議案第76号
名取市職員の給与に関する条例等
の一部を改正する条例

可決 ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議案第77号
名取市立学校の設置に関する条例
の一部を改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第78号
名取市立幼稚園設置条例の一部を
改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第79号
名取市公民館条例の一部を改正す
る条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第80号
名取市集会所条例の一部を改正す
る条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第81号
名取市農業委員会の選挙による委
員の定数及び選挙区等を定める条
例の一部を改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第82号
名取市地区計画の区域内における
建築物の制限に関する条例の一部
を改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第83号
名取市都市公園条例の一部を改正
する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第84号
平成23年度名取市一般会計補正予
算（第6号）

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第85号
平成23年度名取市国民健康保険特
別会計補正予算(第3号)

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第86号
平成23年度名取市水道事業会計補
正予算(第3号)

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第87号
平成23年度名取市下水道事業等会
計補正予算(第4号)

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第88号
人権擁護委員候補者の推薦につい
て

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第89号 市道路線の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第90号 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第91号 指定管理者の指定について※2 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第92号 指定管理者の指定について※3 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第11号
東北電力女川原子力発電所の再稼
働に慎重な対応を求める意見書※4

修正
可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第12号
父子家庭に対する支援の充実を求
める意見書

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第13号
国民生活の安心と向上を図る各種
基金事業の継続を求める意見書

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第14号
環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉
への参加に反対する意見書

修正
可決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第15号名取市議会基本条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第16号
名取市議会議員の政治倫理に関す
る条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第17号
名取市議会議員の政治倫理に関す
る条例施行規則

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議会案第18号
名取市議会委員会条例の一部を改
正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

第
6
回
定
例
会

議案番号
会
議
名

提
出
者

市
長

議　　　員　　　名(議　席　番　号　順)

件　　　　　　　名

審
議
結
果

議
員

※１ 地方自治法第１１６条の規定により、議長は表決に加わっておりません。 ※２ 友愛作業所の指定管理　※３ 文化会館の

指定管理　※４ 下線は修正により変更となった箇所　

議案審議結果9 名取市議会だよりH24. 2. 1



議会基本条例等 10名取市議会だより H24. 2. 1

名取市議会基本条例（抜粋）
　（目的）

第１条　この条例は、合議制である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員に係る基本的事項を定めること

により、地方自治の本旨に基づく市民の負託に応える議会を実現し、もって市民福祉の向上と公正で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とする。

　（議会の活動原則）

第２条　議会は、市民を代表する議事機関であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づいた議会活動を行わなけれ

ばならない。

（１）　公開制、公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。

（２）　市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）の市政運営が、市民本位の立場で適正に行われているかを常に監

視し、検証し、及び評価すること。

（３）　市民の多様な意見を的確に把握し、政策形成に反映させるため、市民参加の機会の拡充に努めること。

（４）　把握した市民の多様な意見をもとに政策提言、政策立案等を行うように努めること。

（５）　議案等の審議又は審査においては、議員間の自由な討議により議論を尽くして合意形成が図れるように議会運

営を行うこと。

　（議長及び副議長の選挙）

第４条　議長及び副議長の選挙は、立候補制とする。

２　議長及び副議長の選挙に立候補しようとする者は、目指す議会像を明確にするため、所信表明を行わなければなら

ない。

３　立候補及び所信表明の実施については、別に定める。

　（議員の活動原則）

第５条　議員は、市民に選ばれた代表者で、議会を構成する一員であることを常に自覚し、次に掲げる原則に基づいた

議員活動を行わなければならない。

（１）　議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員相互間での自由な討議を積極的に

行うこと。

（２）　議会の構成員として、特定の団体及び特定の地域に偏ることなく、市民の多様な意見を的確に把握し、市民全

体の福祉の向上を目指した活動を行うこと。

（３）　地域の課題や市政の課題全般についての市民の多様な意見等を、政策形成に反映できるよう自己の資質を高め

る不断の研さんに努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行うこと。

（４）　自らの議員活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。

議会改革関連３議会案を可決議会改革関連３議会案を可決
　12月16日の本会議において、議会改革の一環として議会改革実施特別委員会で協議・検討を行

ってきた議会基本条例、議会議員の政治倫理に関する条例及び同条例施行規則について、委員会

の調査報告を受け議会案が提出され、全会一致で原案可決しました。議会基本条例及び議会議員

の政治倫理に関する条例の抜粋を掲載いたします。全文については市議会ホームページをごらん

ください。



議会基本条例11 名取市議会だよりH24. 2. 1

　（一般会議）

第10条　議会は、市民参加により政策策定を進める必要があると認める特定の事件に関し、市民との情報交換及び意見

交換を行い、政策決定に市民の多様な意見を反映するため、一般会議を開催するものとする。

２　一般会議には、議長が必要と認める場合に限り、市長等の出席を求めることができるものとする。

３　一般会議の実施については、別に定める。

　（請願及び陳情の意見陳述）

第11条　議会は、議会に提出された請願及び陳情について、提出者より意見陳述の機会の申し出がなされた場合又は議

会から付託を受けた委員会において提出者の意見陳述が必要であると認める場合は、会議において、意見陳述の機会

を設けるものとする。

　（市長等との関係）

第13条　議会は、議案等の審議又は審査において、市民にとって最善の政策判断をするため、市長等と対等な関係で政

策論議を行うとともに、次に掲げるところにより緊張関係の保持に努めるものとする。

（１）　会議等における一般質問及び質疑は、その論点及び争点を明確にするため、一問一答の方法により行うこと。

（２）　会議等において、市長等は議長又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会（以下「委員会」という。）の委

員長の許可を得て、議員の質疑及び質問に対して反問することができること。

　（政策等の形成過程の説明）

第14条　議会は、市長等が実施しようとする政策、計画、施策及び事業等（以下「政策等」という。）であって市民生活に

重要な影響があるものについて、議会における審議又は審査の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項に

より説明を求めることができるものとする。

　（１）　政策等の必要性

　（２）　政策等の実施に至る経緯

　（３）　政策等の形成過程における市民参加の有無及びその内容

　（４）　他の地方公共団体の類似する政策等との比較検討の内容

　（５）　名取市長期総合計画との整合性

　（６）　政策等の実施に係る財源措置

　（７）　将来にわたる政策等の効果及び費用

　（関係団体等懇談会）

第18条　委員会は、所管する事項について、市民及び関係団体の多様な意見を把握し市政の運営に反映させる必要があ

ると認める場合は、目的別又は関係団体別に市民又は関係団体と関係団体等懇談会を開催することができる。

２　関係団体等懇談会の傍聴については、会議と同様とする。

３　関係団体等懇談会の実施については、別に定める。

　（最高規範性）

第25条　この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例の趣旨に反する議会に関する条例、議会規則、

議会告示等を制定してはならない。
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名取市議会議員の政治倫理に関する条例（抜粋）
　（目的）

第１条　この条例は、名取市議会議員（以下「議員」という。）が、市民の代表者及び奉仕者として、議員活動を行うに当

たり、遵守すべき行動基準（以下「政治倫理基準」という。）について定めるとともに、議員が市民からの信頼を得る

基盤をつくり、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

　（議員の責務）

第２条　議員は、市政に関わる権能と責務を自覚し、第７条に規定する政治倫理基準を遵守して活動するものとする。

２　議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、品位を保持するものと

する。

３　議員は、法令及び条例等を遵守し、公正な職務執行を妨げると認められる行為には応じないものとする。

４　議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自らの活動及び行動を説明する責任（以下「説明責任」という。）を有

する。

　（政治倫理基準）

第７条　議員は、市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）及びその補助機関である職員及び補助職員並びに市が資

本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人その他の団体及び指定管理者（名取市公の施設の指定管理

者の指定の手続等に関する条例（平成16年名取市条例第14号）第３条の規定により選定されたものをいう。）の役職員

（「以下「職員等」という。）に対し、議員の権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務

の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。

　（１）　公共工事の請負等のあっせん

　（２）　公共施設を使用する際の関与

　（３）　職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与

　（４）　許認可及び補助金その他の給付の決定への関与

　（５）　前４号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げると認められる行為

２　議員は、その地位を利用していかなる金品も受領してはならない。

３　議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、若しくは圧力をかけ、又はセクシャル・ハラスメント（他の

者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。）その他人権を侵害するおそれのある行為をしてはならない。

４　議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

　（就業等の報告義務）

第８条　議員は、自らが事業を営んでいる場合又は法人その他の団体の無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しく

はこれらに準ずると認められる者、支配人若しくは清算人に就いている場合は、就業等報告書により、速やかに議長

に報告しなければならない。事業を休止し、又は廃止したとき又は職を辞したときも、同様とする。
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議 会 改 革 実 施 特 別 委 員 会 調 査 報 告
　

平
成
二
十
二
年
二
月
臨
時
会
に
お
い
て
、議
会

改
革
特
別
委
員
会
の
報
告
を
受
け
、さ
ら
な
る
議

会
改
革
を
推
し
進
め
る
た
め
、全
議
員
で
構
成
す

る「
議
会
改
革
実
施
特
別
委
員
会
」が
設
置
さ
れ
ま

し
た
。

　

以
降
、委
員
会
で
は
、三
つ
の
小
委
員
会
に
分
か

れ
、市
民
の
方
々
も
参
加
し
て
の
議
員
研
修
会
や

議
会
懇
談
会
、先
進
地
視
察
、全
議
員
で
の
ブ
レ
ー

ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
等
を
行
い
な
が
ら
協
議
・
検
討

が
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。そ
れ
ら
の
調
査
を
踏
ま
え
、

平
成
二
十
三
年
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
委
員
会

と
し
て
の
最
終
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
概

要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

一　

議
会
基
本
条
例
及
び
議
員
倫
理
条
例
並
び
に

議
員
倫
理
条
例
施
行
規
則
の
制
定
に
関
す
る
こ
と

　

積
極
的
な
情
報
公
開
と
議
員
間
の
自
由
討
議
の

推
進
、さ
ら
に
市
長
等
と
の
緊
張
感
の
保
持
に
努

め
る
必
要
な
ど
か
ら
議
会
基
本
条
例
を
制
定
す
べ

き
。

　

ま
た
、市
民
と
議
員
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
理

念
と
し
て
議
員
倫
理
条
例
及
び
議
員
倫
理
条
例
施

行
規
則
を
制
定
す
べ
き
。

二　

議
会
改
革
特
別
委
員
会
調
査
報
告
事
項
に
関

す
る
こ
と

　

費
用
弁
償
は
実
費
弁
償
、政
務
調
査
費
・
議
員
報

酬
は
現
状
維
持
、議
員
定
数
は
二
十
一
人
と
す
べ

き
。（
中
間
報
告
で
報
告
済
み
）

三　

開
か
れ
た
議
会
運
営
の
推
進
に
関
す
る
こ
と

　

速
報
性
が
あ
る
情
報
発
信
、透
明
性
の
あ
る
開

か
れ
た
議
会
運
営
の
推
進
等
の
理
由
か
ら
議
会
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
に
つ
い
て
導
入
す
べ
き
。

議
会
モ
ニ
タ
ー
に
つ
い
て
は
期
待
さ
れ
る
効
果
は

あ
る
も
の
の
課
題
が
あ
り
、現
段
階
で
は
時
期
尚

早
と
し
、改
め
て
協
議
検
討
す
べ
き
。議
会
懇
談
会

に
つ
い
て
は
、実
施
方
法
な
ど
の
検
討
を
行
い
、

平
成
二
十
二
年
は
、市
内
十
二
カ
所
に
お
い
て
議

会
懇
談
会
を
実
施
し
た
。

四　

ま
と
め

　

こ
れ
か
ら
の
地
方
自
治
は
、複
雑
多
岐
に
わ
た

る
行
政
需
要
の
中
で
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
議
会

が
執
行
機
関
と
と
も
に
克
服
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
。そ
の
た
め
に
は
、議
会
が
持
つ
権
能
を
十

分
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、市
民
主
体
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
す
る
た
め
、市
民
の
多
様
な
意
見
を

真
摯
に
受
け
と
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、未
曾
有
の
大
災
害
と
な
っ
た
東
日
本
大

震
災
の
復
興
に
、市
民
、執
行
機
関
、そ
し
て
議
会

は
一
丸
と
な
っ
て
前
進
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
の
と
き
に
、名
取
市
議
会
が
、市
民
の
代
表

と
し
て
、市
民
の
負
託
に
こ
た
え
て
い
く
た
め
に

は
、議
員
み
ず
か
ら
改
革
へ
の
道
筋
を
明
ら
か
に

し
、実
践
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

本
委
員
会
と
し
て
、議
会
基
本
条
例
を
取
り
ま

と
め
た
が
、こ
の
条
例
に
よ
り
、こ
れ
か
ら
の
名

取
市
議
会
の
あ
る
べ
き
姿
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
、

議
会
活
動
が
一
層
推
進
さ
れ
て
い
く
も
の
と
確

信
す
る
。

議
会
懇
談
会（
写
真
上
）、議
員
研
修
会（
写
真
下
）の
様
子

東
日
本
大
震
災
復
興
調
査

特
別
委
員
会
調
査
中
間
報
告

　

震
災
後
に
設
置
さ
れ
、調
査
を

行
っ
て
き
た
東
日
本
大
震
災
復
興

調
査
特
別
委
員
会
に
つ
い
て
、平

成
二
十
三
年
十
二
月
定
例
会
に
お

い
て
中
間
報
告
が
行
わ
れ
ま
し

た
。そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

一　

災
害
状
況
及
び
被
災
者
の
支

援
に
関
す
る
こ
と
の
調
査
状
況

　

市
の
公
共
施
設
関
係
だ
け
で
約

七
百
億
円
を
超
え
る
被
害
状
況
で

あ
る
。一
般
市
民
の
家
屋
や
事
業

者
の
事
業
資
産
等
の
財
産
被
害
は

想
像
を
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、い

ま
だ
集
計
が
で
き
て
い
な
い
。

　

ま
た
、被
災
地
域
の
人
的
被
害

は
、死
者
、行
方
不
明
者
が
九
百
名

を
超
え
、い
ま
だ
に
関
係
機
関
に

よ
る
行
方
不
明
者
の
捜
索
が
続
い

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、委
員
会
と

し
て
市
執
行
部
か
ら
の
状
況
説

明
、委
員
間
討
議
、団
体
別
懇
談
会

や
仮
設
住
宅
別
の
懇
談
会
な
ど
を

行
い
な
が
ら
、「
名
取
市
震
災
復
興

計
画
に
係
る
提
言
」を
取
り
ま
と

め
、市
長
に
対
し
提
言
を
行
っ
た
。

　

提
言
で
は
、震
災
復
興
と
は
、何

よ
り
も
ま
ず
、元
の
状
況
を
取
り

戻
す
こ
と
で
あ
る
と
し
て
そ
の
考

え
方
を
ま
と
め
、く
ら
し
、産
業
の

再
建
そ
し
て
被
災
者
支
援
の
あ
り

方
に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
た
。

二　

復
興
推
進
に
関
す
る
こ
と
の

調
査
状
況

　

今
回
の
復
興
に
つ
い
て
は
、国
・

県
の
復
興
方
針
と
し
て
、人
命
保

護
の
観
点
か
ら
津
波
震
災
地
域
に

は
居
住
し
な
い
と
の
方
針
が
出
さ

れ
た
が
、そ
の
方
針
が
集
団
移
転

の
震
災
復
興
計
画
策
定
の
大
き
な

負
担
と
な
っ
て
い
た
。ま
た
、被
災

者
及
び
被
災
企
業
等
と
の
懇
談
・

意
見
交
換
で
は
、元
の
地
域
に
戻

り
た
い
と
い
う
考
え
方
と
津
波
浸

水
地
域
で
は
な
い
場
所
で
生
活
再

建
・
経
済
的
再
建
を
図
り
た
い
と

い
う
両
論
に
分
か
れ
て
い
る
と
と

ら
え
ら
れ
た
。

　

そ
の
後
、調
査
を
進
め
、市
長
に

対
し「
名
取
市
復
興
計
画
素
案
に

係
る
提
言（
第
二
次
）」を
提
出
し

て
い
る
状
況
で
あ
る
。

三　

今
後
の
委
員
会
と
し
て
の
調

査
に
つ
い
て

　

市
で
策
定
す
る
震
災
復
興
計
画

の
詳
細
計
画
策
定
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
の
明
示
が
待
た
れ
る
状
況
で
あ

り
、今
後
も
引
き
続
き
復
興
の
推

進
に
関
し
調
査
を
進
め
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。



　

提
案
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員

候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て
は
、

十
二
月
七
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、次
の
と
お
り
原
案
可
決
し

ま
し
た
。

◎
人
権
擁
護
委
員
候
補
者

　
　

浅
野
美
智
子
氏（
下
増
田
）

◎
取
り
下
げ

　

東
日
本
大
震
災
復
興
調
査
特

別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、継
続

審
査
と
し
て
い
た
次
の
請
願

は
、十
一
月
三
十
日
に
請
願
者

か
ら
取
り
下
げ
願
が
提
出
さ

れ
、十
二
月
七
日
の
本
会
議
で

承
認
し
ま
し
た
。

◇
東
日
本
大
震
災
復
興
の
た
め

の
カ
ジ
ノ
を
含
む
国
際
観
光

拠
点
誘
致
の
推
進
に
つ
い
て

の
請
願

　
（
名
取
市
東
部
震
災
復
興
の
会

　

会
長　

鈴
木
英
二
氏
）

◇
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
損

壊
を
受
け
た
閖
上
港
内
の
施

設
及
び
設
備
の
回
復
に
つ
い

て
の
陳
情

　
（
閖
上
漁
協
仲
買
組
合
加
盟
社

代
表
世
話
人　

マ
ル
タ
水
産

　

相
澤
信
幸
氏
）

◇
館
腰
承
水
路
か
ら
の
越
水
に

よ
る
水
害
防
止
に
関
す
る
陳
情

　
（
館
腰
飯
野
坂
松
原
一
区
長

相
澤
義
勝
氏
外
一
名
）

◇
市
道
浜
街
道
線
・
門
ノ
目
線

の
交
差
点
へ
の
交
通
信
号
と

横
断
歩
道
の
新
設
に
関
す
る

陳
情

　
（
下
余
田
町
内
会
会
長

渡
辺
憲
二
氏
）

◇
市
道
七
島
浜
田
線
の
未
着
工

部
分
の
完
成
に
関
す
る
陳
情

　
（
下
余
田
町
内
会
会
長

渡
辺
憲
二
氏
）

◇
市
道
飯
塚
成
田
線
の
着
工
・

完
成
に
関
す
る
陳
情

　
（
下
余
田
町
内
会
会
長

渡
辺
憲
二
氏
）

◇
市
道
鹿
島
草
倉
田
線
の
着

工
・
完
成
に
関
す
る
陳
情

　
（
下
余
田
町
内
会
会
長

渡
辺
憲
二
氏
）

◇
増
田
体
育
館
並
び
に
増
田
グ

ラ
ウ
ン
ド
の
一
時
避
難
場
所

指
定
に
つ
い
て
の
陳
情

　
（
田
高
町
東
町
内
会
会
長

八
巻　

健
氏
）

◇
作
付
自
粛
区
域
内
の
湛
水
・

塩
害
被
害
を
免
れ
た
農
地
へ

の
支
援
に
つ
い
て
の
陳
情

　
（
名
取
市
下
余
田
振
興
協
議

会
会
長佐

藤
昭
男
氏
外
一
名
）

◇
雷
神
山
古
墳
西
傾
斜
面
土
砂

崩
れ
に
対
す
る
安
全
対
策
に

関
す
る
陳
情

　
（
植
松
二
丁
目
親
和
会
会
長

丹
野
和
則
氏
外
五
十
四
名
）

　

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
よ

る
議
員
の
当
選
等
に
伴
い
、次

の
委
員
会
の
委
員
を
議
長
が
指

名
し
ま
し
た
。

◎
総
務
建
設
常
任
委
員
会

　

委
員　
　

及
川　

秀
一

　

委
員　
　

佐
藤　

正
博

　

委
員　
　

長
南　

良
彦

◎
民
生
教
育
常
任
委
員
会

　

委
員　
　

板
橋　

美
保

　

委
員　
　

村
上　

久
仁

◎
議
会
運
営
委
員
会

　

委
員　
　

大
沼　

敏
男

◎
東
日
本
大
震
災
復
興
調
査

　

特
別
委
員
会

　

委
員　
　

板
橋　

美
保

　

委
員　
　

及
川　

秀
一

　

委
員　
　

佐
藤　

正
博

　

委
員　
　

長
南　

良
彦

　

委
員　
　

村
上　

久
仁

◎
議
会
改
革
実
施
特
別
委
員
会

（
第
一
小
委
員
会
）

　

委
員　
　

及
川　

秀
一

　

委
員　
　

佐
藤　

正
博

（
第
二
小
委
員
会
）

　

委
員　
　

板
橋　

美
保

　

委
員　
　

長
南　

良
彦

　

委
員　
　

村
上　

久
仁

　

市
議
会
議
員
補
欠
選
挙
に
よ

る
議
員
の
当
選
に
伴
い
、次
の

会
派
に
議
員
が
所
属
し
ま
し
た
。

○
創
政
会

　
　

長　

南　

良　

彦

○
名
翔
ク
ラ
ブ

　
　

佐　

藤　

正　

博

　
　

村　

上　

久　

仁

○
青
雲
倶
楽
部

　
　

及　

川　

秀　

一

○
名
取
市
民
ク
ラ
ブ

　
　

板　

橋　

美　

保

『
次
回
の
定
例
会
の
開
会
予
定

は
二
月
二
十
一
日
で
す
』

　

本
市
議
会
で
は
、定
例
会
が

年
に
四
回
（
二
月
・
六
月
・
九

月
・
十
二
月
）開
催
さ
れ
ま
す
。

　

本
会
議
・
各
委
員
会
は
一
般

に
公
開
さ
れ
、ど
な
た
で
も
傍

聴
で
き
ま
す
。

　

今
期
定
例
会
に
お
け
る
傍
聴

者
の
人
数
は
延
べ
四
十
二
人
で

し
た
。

　

今
後
と
も
、議
会
の
傍
聴
に

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

　

前
号
の
議
会
だ
よ
り
の
十
三

ペ
ー
ジ
、議
案
審
議
結
果
の
記

述
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　

髙
橋
和
夫
議
員
の
賛
否
結
果

中
、議
案
第
五
十
一
号
、第
五
十

二
号
、第
七
十
号
、第
七
十
一
号

の「
○
」（
賛
成
）が「
不
在
」、第

七
十
二
号
の「
不
在
」が「
○
」

の
誤
り
で
し
た
。

　

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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陳　
　
　
　

情

請　
　
　
　

願

委

員

の

選

任

会

派

の

構

成

議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

お
詫
び
と
訂
正

平
成
二
十
四
年
二
月
一
日
（
年
四
回
発
行
）

名
取
市
議
会
だ
よ
り　

第
一
三
七
号

　

新
し
い
年
の
幕
開
け
で
す
。

今
年
こ
そ
よ
い
年
で
あ
り
ま
す

よ
う
に
願
う
ば
か
り
で
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
十
カ
月

が
過
ぎ
ま
し
た
。住
み
や
す
く

美
し
い
名
取
を
取
り
戻
す
た
め

に
、私
た
ち
議
会
は
、今
ま
で
以

上
に
き
め
細
や
か
に
市
民
の
要

望
等
を
受
け
と
め
、市
政
に
反

映
さ
せ
る
よ
う
努
力
を
重
ね
て

ま
い
り
ま
す
。

　

十
二
月
議
会
に
お
い
て
は
、

一
般
質
問
、補
正
予
算
と
も
震

災
関
係
の
内
容
が
多
く
活
発
な

議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
回
定
例
会
は
、改
選
後
、初

め
て
の
議
会
と
な
り
ま
す
。傍

聴
へ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
か
ら
も「
議
会
だ
よ
り
」

を
御
愛
読
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

委　
員　
長　

菊　

地　
　
　

忍

副
委
員
長　

山　

田　

司　

郎

委　
　

員　

大　

沼　

宗　

彦

　
　

〃　　
　

森　
　
　

良　

二

　
　

〃　　
　

人　

見　

弘　

志

　
　

〃　　
　

相　

澤　

祐　

司

　
　

〃　　
　

山　

田　

龍
太
郎

人
権
擁
護
委
員

　
　

候
補
者
を
可
決

え
っ
す
い

た
ん
す
い


